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令和４年第５回総社市農業委員会総会議事録 

 

 

 

 

１  開会  令和４年５月１０日（火）  午後１時３０分 

 

２  閉会  令和４年５月１０日（火）  午後３時１８分 

  

３  場所  総合福祉センター３階 大会議室 

 

４  出席または欠席した農業委員 

    出席  １５人 

        １番 渡邉 豊            ２番  定井 正雄（会長） 

３番 林  眞理（農政担当）     ４番 國府 直幸 

５番 若林 勤                   ６番 小原 弘  

７番 小西 忍                   ８番 河田 直樹 

９番  阿部 英志         １０番  渡邊 則文 

１１番 能登谷 和正（会長代理）  １２番 仮谷 昌典          

１３番 中田 省吾         １４番 犬飼 正己 

１５番 秋山 陽太郎（農地担当） 

 

５  出席した農地利用最適化推進委員 

     石尾  弘   茅原 弘和   武田 英雄   前田  操   守安 淳市    

小西 安彦   竹内 功次   大月  泉   黒江 冊旨   友野 伸樹    

藤井 久美 

 

６  職務及び説明のため出席した者の職氏名 

    農業委員会事務局 

局長 小川 正義  次長 山室 浩二  主査 萬成 教雄  主任 新谷 紗季子  

     

７  議事録署名委員 

    ５番委員  ６番委員 

 

 



- 2 - 

８  本日の議事日程 

   第１ 議事録署名委員の指名 

   第２ 会期の決定 

   第３ 付議事件 

        議案第１７号 農地法第３条の規定による農地等の許可申請について 

議案第１８号 農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請について 

議案第１９号 農地法第５条の規定による農地等の転用許可申請について 

議案第２０号 総社市所有公共用財産の用途廃止申請に伴う意見について 

議案第２１号 農用地利用集積計画について 

報告第１２号 農地法第３条の３の規定による農地等の相続等の届出の受理の決定について 

    報告第１３号 農地法第４条の規定による農地等の転用届出の受理の決定について 

報告第１４号 農地法第５条の規定による農地等の転用届出の受理の決定について 

    報告第１５号 農地法第６条の規定による農地所有適格法人の報告について 

 

 ９ 付議事件及びその結果 

原案どおり可決   

 

１０ 議事経過の概要 

次のとおり 

 

 

開会 午後１時３０分 

 

 

（会長） それでは，只今より令和４年第５回総社市農業委員会総会を開会いたします。只今の出席は，

農業委員が１５名。そして農地利用最適化推進委員が１１名の出席です。農業委員会等に関す

る法律第２７条第３項に規定する在任する委員の過半数が出席しております。よって総会が成

立していることを報告します。本日の議事日程は，皆様のお手元に配布しております日程表の

とおり進めてまいりますので，皆様のご協力をよろしくお願いいたします。次に，総会での注

意事項について申し上げます。発言される場合は必ず挙手をし，議席番号を言ってから発言し

てください。やむを得ず離席する場合は必ず許可を得るようにしてください。携帯電話は電源

を切るかマナーモードにするようお願いいたします。 

（会長） 日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は，総社市農業委員会会議規

則第３３条の規定により，５番委員，６番委員を指名いたします。 

（会長） 次に，日程第２ 会期の決定を行います。本総会の会期は，総社市農業委員会会議規則第５
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条の規定により本日１日限りと決定いたします。 

（会長） 次に日程第３ 付議事件の審議に入ります。それでは，農地担当の秋山委員，審議をよろし

くお願いいたします。 

 

 【議案第１７号 農地法第３条の規定による農地等の許可申請について】 

 

（農地担当） それでは付議事件の審議に入ります。議案第１７号，農地法第３条の規定による農地等

の許可申請について，を議題といたします。事務局お願いします。 

（主査）  【議案第１７号 農地法第３条の規定による農地等の許可申請について朗読】 

 

 

【受付番号１番】 

 

（農地担当） １番，日羽の件につきまして地元委員の説明をお願いいたします。 

（２番委員） 受人の土地がここの両サイドにありまして，耕作しにくいということで受人は，農業に

対して情熱を燃やしている方なので地元としたら問題ないですが，詳細は大月委員お願い

します。 

（農地担当） 地元推進委員の説明をお願いいたします。 

（大月委員） ４月２７日に視察しました。受人の方は自然農法をされておりまして，農地を６反ほど

持たれています。当該地は両脇が受人の田んぼになっています。この農地を作るのは大変

だということで受人にお願いをして，それではやってみようということです。よろしく審

議の程お願いします。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見等ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。１番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，１番は許可されました。 

 

 

【受付番号２番，３番】 

 

（農地担当） 続きまして２番，井尻野の件につきまして，次ページの３番と関連案件でございますの

で一括審議とさせていただきます。これらの件について，地元委員の説明をいたします。 

（１５番委員）非常に小さい畑です。受人が使っている菜園のど真ん中にこの一筆がありました。受人

がずっと一体利用されており，ここで実態に合わすということです。この件に関しては現
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状と変わることではないので問題ないと思います。これに関連して３番ですが，以前使用

貸借契約を交わしていましたが，期限が切れております。２番の関係と下限面積の件もあ

りまして，もう一度使用貸借契約を結ぶということです。内容的には何も変わらないので，

地元としては問題ないと思います。よろしく審議の程お願いします。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見等ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。２番，３番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，これらは許可されました。 

 

 

【受付番号４番】 

 

（農地担当） 続きまして４番，福井の件につきまして地元委員の説明をいたします。 

（１５番委員）以前は，この受人と渡人とで使用貸借で使用していましたが，一時，公共工事の関係で

休作をしておりました。この度，また作付けを戻すということで，もう購入してもらえ

ないかという話でした。作付け体形が変わるわけではないので，問題ないと思います。

よろしくお願いします。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見等ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。４番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，４番は許可されました。 

 

 

【受付番号９０番】 

 

（農地担当） ９０番，南溝手の件につきまして地元委員の説明をお願いいたします。 

（４番委員） この農地は，去年までは自作地だったと思います。詳細は前田委員お願いします。 

（農地担当） 地元推進委員の説明をお願いいたします。 

（前田委員） ４月２３日に現地調査をしました。その時は，すでに耕耘されていました。今後，水稲

を栽培される予定です。機械の所有ですが一式ありましてトラクター，コンバインなどを

所有されており問題ありません。従事する人ですが，本人と奥さんの２人です。家からの

距離は約２キロメートルで，特に問題ないと思います。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見等ございませんでしょうか。 
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（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。９０番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９０番は許可されました。 

 

 

【受付番号９１番】 

 

（農地担当） ９１番，日羽の件につきまして地元委員の説明をお願いいたします。 

（２番委員） この件は，渡人が現在，みかんを植えて管理していたけど，この度，果樹を栽培してい

る受人が購入するということで，問題ないと思いますけど，詳細は大月委員お願いします。 

（農地担当） 地元推進委員の説明をお願いいたします。 

（大月委員） 当該地は，受人の家から徒歩で４，５分で，みかんが植えられています。また受人は，

みかんなどの果樹栽培をされています。この度，渡人が●●に出ており，管理が難しくな

り，譲りたいということで，みかんを栽培している受人が引き継ぐということです。よろ

しく審議の程お願いします。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見等ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。９１番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９１番は許可されました。 

 

 

 

【議案第１８号 農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請について】 

 

（農地担当）続きまして議案第１８号，農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請について，を

議題といたします。それでは，事務局より説明をお願いいたします。 

（主査） 【議案第１８号 農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請について朗読】 

      ここで，議案の差し替えがございます。別紙のとおり４番，井手の件の次に，議案第１９

号の５条申請の１０番，清音軽部の案件を，５番として上程させていただきますのでよろし

くお願いいたします。 
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【受付番号１番】  

 

（農地担当） １番，赤浜の件ですが，現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） ５月６日におきまして，私と２番委員，６番委員，７番委員，推進委員の竹内委員，事

務局１名の計６名で現地調査をさせていただきました。１番につきまして，東が宅地，西

が宅地，南は畑，北が宅地というような状況でございます。 

（農地担当） それでは地元委員からの説明をお願いします。 

（１４番委員）農地を住宅敷地として利用しており是正するため，始末書を提出して正規の手続きを取

りたいということでした。用水はありません。排水は自然排水で支障ありません。ともに

問題ありません。日照通風，土砂流出についても問題ありません。総合判断として問題無

いと考えております。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，第３種いずれの要件にも該当しない農地とい

うことで，第２種農地と判断しています。  

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。１番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，１番は許可されました。 

 

 

【受付番号２番】  

 

（農地担当） ２番，東阿曽の件ですが，現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が田，西が田，南は道路，北が田というような状況でございます。

転用した場合の農地の影響はないと思います。以上でございます。 

（農地担当） それでは地元委員からの説明をお願いします。 

（３番委員） 台帳上は農地ですが，実際は宅地の一部として使われています。今回その是正をするた

めの申請で，問題ないと思います。詳細は武田委員から説明いたします。 

（農地担当） それでは武田委員からの説明をお願いします。 

（武田委員） 用水，排水については，ありません。雨水については，宅地内の集水桝から既存の排水

路へ接続します。日照通風は問題ありません。土砂の流出ですが，東，北，西側にコンク

リート擁壁があり，周辺への土砂流出はありません。地元としては別段問題ないと思いま

すのでよろしくご審議をお願いします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 
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（主査）   農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，第３種いずれの要件にも該当しない農地とい

うことで，第２種農地と判断しています。  

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。２番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，２番は許可されました。 

 

 

【受付番号３番，５条１１番】  

 

（農地担当） ３番，上林の件ですが，５条の１１番と関連案件でございますので一括審議とさせてい

ただきます。現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，３番，１１番ともに東が道路，西が田，南は宅地，北が田というよ

うな状況でございます。転用した場合の農地の影響はないと思います。以上でございます。 

（農地担当） それでは地元委員からの説明をお願いします。 

（１４番委員）申請地は，住宅振興地です。詳細は守安委員から説明いたします。 

（農地担当） それでは守安委員からの説明をお願いします。 

（守安委員） 用水については，東側にあります。排水については，本申請で設置する排水路に接続す

るようにします。生活雑排水については，合併浄化槽に接続し，直接既存の排水路に流入

しないようにします。日照通風は問題ありません。土砂の流出ですが，境界部分には可変

側溝，桝を設置し，盛土部分の崩壊により隣接地に流出しないようにします。東，北，西

側にコンクリート擁壁があり，周辺への土砂流出はありません。地元としては別段問題な

いと思いますのでよろしくご審議をお願いします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，第３種いずれの要件にも該当しない農地とい

うことで，第２種農地と判断しています。  

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。３番，１１番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，これらは許可されました。 
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【受付番号４番】  

 

（農地担当） ４番，井手の件ですが，現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が道路，西が雑種地，南は道路，北が田というような状況でござ

います。転用した場合の農地の影響はないと思います。以上でございます。 

（農地担当） それでは地元委員からの説明をいたします。 

（１５番委員）この件は，道路の拡幅です。周辺農地への影響はないと思いますので，よろしくご審議

をお願いします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，第３種いずれの要件にも該当しない農地とい

うことで，第２種農地と判断しています。  

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。４番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，４番は許可されました。 

 

 

【受付番号５番】  

 

（農地担当） ５番，清音軽部の件ですが，現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が畑ですがソーラーパネルを設置しています。西が道路，南は道

路，北が宅地というような状況でございます。転用した場合の農地の影響はないと思いま

す。以上でございます。 

（農地担当） それでは地元委員からの説明をお願いします。 

（６番委員） 周りがコンクリートで固められた土地でありまして，少々残してもしょうがないという

形で，今のある田をすべて地上げしていくということでございます。詳細は，藤井委員か

ら説明いたします。 

（農地担当） それでは藤井委員からの説明をお願いします。 

（藤井委員） 周りは雑種地であり，排水については，下水道に接続するようにします。日照通風，土

砂の流出は問題ありません。周りはすべて宅地，雑種地，道路なので，別段問題ないと思

いますのでよろしくご審議をお願いします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，おおむね１０ヘクタール以上の規模の一段の農地の区域内にある農地

ということで，第１種農地と判断しています。例外規定として集落に接続して設置される
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施設としています。  

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。５番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，５番は許可されました。 

 

 

【受付番号３６番】  

 

（農地担当） ３６番，上原の件ですが，現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が宅地，西が宅地，南も宅地，北が田というような状況でござい

ます。転用した場合の農地の影響はないと思います。以上でございます。 

（農地担当） それでは地元委員からの説明をお願いいたします。 

（１１番委員）この申請地は，申請人の家の東側ですが，もともとあった建物を壊した後，買い取った

ということです。ここは，農地としての役目を果たしていなかったということです。現在

は，庭地として利用しておられます。隣地に農地はありますが，影響はないと思います。

申請人は，この土地を買い取ったまま利用してきたが，この度，是正するため申請すると

いうことです。特に問題ないと思います。以上です。 

（農地担当） それでは推進委員から何かありますでしょうか。 

（小西委員） １１番委員の説明のとおりです。何も付け加えるものはありません。よろしくご審議く

ださい。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   是正ということで始末書が提出されています。農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，

第３種いずれの要件にも該当しない農地ということで，第２種農地と判断しています。  

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。３６番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，３６番は許可されました。以上で議案第１８号の審議は終了いたしま

した。 
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【議案第１９号 農地法第５条の規定による農地等の転用許可申請について】 

 

 

（農地担当）続きまして議案第１９号，農地法第５条の規定による農地等の転用許可申請について，を

議題といたします。それでは，事務局より説明をお願いいたします。 

（主査） 【議案第１９号 農地法第５条の規定による農地等の転用許可申請について朗読】 

 

【受付番号１番】 

 

（農地担当） １番，小寺の件につきまして，現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が水路，西が宅地，南が道路，北に水路があります。転用した場

合の農地の影響はないと思います。以上でございます。 

（農地担当） それでは地元委員からの説明をいたします。 

（１５番委員）もともと１枚の田を分譲していって，最後の１枚でございます。これより東側は農振に

なっていて，これ以降の分譲化はないところとなっております。宅地転用されても問題な

い。むしろ農地で残っても使いづらい場所でございます。地元としては別段問題ないと思

いますのでよろしくご審議をお願いします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，第３種いずれの要件にも該当しない農地とい

うことで，第２種農地と判断しています。  

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。１番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，１番は許可されました。 

 

 

【受付番号２番】 

 

（農地担当） 続きまして２番，岡谷の件につきまして，現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が田，西が田，南が宅地，北が宅地です。転用した場合の農地の

影響はないと思います。以上でございます。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いいたします。 

（９番委員） ここは２，３か月前に転用申請されて，残っていた田です。何ら問題ないと思っていま

す。詳細は友野委員からお願いします。 
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（農地担当） それでは地元委員からの説明をお願いいたします。 

（友野委員） 昨年，相続して受人が住宅を新築する案件です。用水については，東側，西側を北に流 

れており，周辺農地の影響はありません。排水，日照通風，土砂の流出については，４月 

２７日の現地調査の結果，いずれも問題ないものと判断しました。審議をよろしくお願い 

します。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，第３種いずれの要件にも該当しない農地とい

うことで，第２種農地と判断しています。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。２番，を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，２番は許可されました。 

 

 

【受付番号３番】 

 

（農地担当） 続きまして３番，三須の件につきまして現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が道路，西が山林，南が宅地，北は宅地になっていました。転用

した場合の農地の影響はないと思います。以上でございます。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いいたします。 

（１４番委員）場所は，●●のすぐ北になります。詳細は守安委員にお願いしたいと思います。 

（農地担当） それでは，地元推進委員でございます守安委員お願いいたします。 

（守安委員） この件ですが，用水は東側にあります。排水については宅地内の桝により側溝に放流し

ます。生活雑排水は，合併浄化槽で処理し，側溝へ放流します。日照通風についても問題

ありません。土砂流出については，ブロック擁壁を設置し，土砂が流出しないようにする

ので特に問題ないです。審議をお願いします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，第３種いずれの要件にも該当しない農地とい

うことで，第２種農地と判断しています。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。３番，を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，３番は許可されました。 
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【受付番号４番】 

 

（農地担当） 続きまして４番，久代の件につきまして現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が道路，西が田，南が田，北は田です。こちらはきちんと管理さ

れていました。特に問題ないと思います。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いいたします。 

（１番委員） 田への進入路ということで，以前から通らせてもらっていて，もう差し上げますという

ことで，今回の申請になりました。進入路なので用水，排水などの問題もないと思います

ので審議をよろしくお願いします。 

（農地担当） それでは，地元推進委員の竹内委員お願いいたします。 

（竹内委員） １番委員のとおりです。審議をよろしくお願いします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農業振興地域の整備に関する法律第８条第１項により総社市が定める農業振興地域整備

計画において，農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域内にある農地

であり農用地として判断しております。農業用施設ということで例外規定を適用しており

ます。  

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。４番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，４番は許可されました。 

 

 

【受付番号５番，６番】 

 

（農地担当） 続きまして５番，南溝手の件ですが，６番と関連案件でございますので一括審議とさせ

ていただきます。現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，５番，６番ともに東が田，西が道路，南は田，北は宅地です。転用

した場合の農地の影響はないと思います。以上でございます。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いいたします。 

（４番委員） ５番，６番ともに，用水は東側水路から取れます。排水については，桝を設けて北側側

溝に接続します。生活雑排水については，合併浄化槽にて処理し，既存水路に放流します。

日照通風は極力支障がないようにします。境界部分については，ブロック擁壁を設置し，

隣接地に流出しないようにします。総合判断として隣接地に影響ないと思いますので審議
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をよろしくお願いします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，第３種のいずれの要件にも該当しない農地と

いうことで，第２種農地と判断しています。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。５番，６番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，これらは許可されました。 

 

 

【受付番号８番，７番】 

 

（農地担当） 続きまして８番，宿の件ですが，使用貸借の７番と関連案件でございますので一括審議

とさせていただきます。なお，この案件については黒江推進委員が関係者になっています

ので，退出をお願いします。 

 

              （黒江委員 退席 ２時２８分） 

 

（農地担当） それでは，現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，８番につきましては，東が道路，西が田，南が宅地，北が田です。

転用した場合の農地の影響はないと思います。７番ですが，東が道路，西が水路，南が宅

地，北が田です。こちらも転用した場合の影響はないと思います。以上です。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いいたします。 

（９番委員） 申請地は，進入路と宅地ということになっています。排水については，宅地桝に集水し

泥等を取り除きます。日照通風については，支障ありません。土砂の流出については，境

界部分にコンクリート擁壁を設置します。総合判断として問題ないと思いますので審議を

よろしくお願いします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，第３種のいずれの要件にも該当しない農地と

いうことで，第２種農地と判断しています。  

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。８番，７番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 
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（農地担当） 異議なしと認め，これらは許可されました。入室してもらってください。 

 

（黒江委員 入室 ２時３３分） 

 

 

【受付番号９番】 

 

（農地担当） 続きまして９番，見延の件につきまして現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） こちらは，東が道路，西が山林，南が宅地，北は原野。以上でございます。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いいたします。 

（１３番委員）申請地を露天駐車場にしようとするものです。営農の支障ですけど，用水はありません。

舗装しないので地下浸透です。日照通風は影響ありません。土砂の流出については，土を

入れないので問題ありません。総合判断として問題ないと思いますので審議をよろしくお

願いします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，甲種農地，第１種，第２種，第３種のいずれの要件にも該当しない農

地ということで，第２種農地と判断しています。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。９番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９番は許可されました。 

 

 

【受付番号１２番】 

 

（農地担当） 続きまして１２番，黒尾の件につきまして現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が田，西が道路，南が道路，北が宅地というような状況でござい

ますが，転用した場合の農地の影響はないと思われます。以上です。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いいたします。 

（３番委員） 近隣から宅地開発が進んでおりますこの地区に住宅を求めて移転してきた案件で，地元

としては問題ないと聞いております。詳細は石尾委員より説明いたします。 

（農地担当） それでは，石尾委員からの説明をお願いいたします。 

（石尾委員） 周辺状況については，現地報告のとおりです。営農条件の影響ですけど，用水は北側に

水路があり通しで水を入れるので問題ありません。排水については，沈殿桝を設置し，道
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路側溝へ接続します。生活雑排水については，合併浄化槽に接続し水路に流入しないよう

にします。日照通風については影響がないように留意し，土砂流出については，境界部分

に土留め壁を設置し，隣接地に土砂が流出しないようにします。総合判断としまして問題

ないと思われます。どうぞご審議ください。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   この件については，始末書がございます。農地区分ですが，甲種農地，第１種農地，第

２種農地，第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地ということで，第２種農地と判

断しています。  

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。１２番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，１２番は許可されました。 

 

 

【受付番号１３番】 

 

（農地担当） 続きまして１３番，金井戸の件につきまして現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が宅地，西が墓地，南が宅地，北が宅地というような状況でござ

いますが，転用した場合の農地の影響はないと思われます。以上です。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いいたします。 

（４番委員） この周辺は２，３年前から住宅が建っています。この申請地で最後です。用水は不要で

す。排水については，沈殿桝を設置し道路側溝へ接続します。生活雑排水については，合

併浄化槽に接続し直接水路に流入しないようにします。日照通風については支障がないよ

うにします。土砂流出については，境界部分に土留め壁を設置し，隣接地に土砂が流出し

ないようにします。総合判断としまして問題ないと思われます。どうぞご審議ください。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，第３種のいずれの要件にも該当しない農地と

いうことで，第２種農地と判断しています。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。１３番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，１３番は許可されました。 
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【受付番号１４番】 

 

（農地担当） 続きまして１４番，井手の件につきまして現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が田，西が墓地，南が畑，北が道路というような状況でございま

すが，転用した場合の農地の影響はないと思われます。以上です。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をいたします。 

（１５番委員）ここは，どんどん市街化が進んでいる農地です。周辺状況は現地調査の報告のとおりで

す。周辺で作付けをしている農地は，ほぼございませんので，通水が無くても影響がない

地区です。ですので，転用されても問題ないと考えておりますのでよろしくご審議お願い

します。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，市街化区域に近接し，市街化が見込まれる区域内にあるおおむね１０

ヘクタール未満の農地の区域内にある農地ということで，第２種農地と判断しています。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。１４番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，１４番は許可されました。 

 

 

【受付番号１５番】 

 

（農地担当） 続きまして１５番，井手の件につきまして現地調査の報告をお願いいたします。 

（５番委員） 周辺の状況ですが，東が道路，西が宅地，南が道路，北が田ですが造成している土地で

ございますが，転用した場合の農地の影響はないと思われます。以上です。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をいたします。 

（１５番委員）既存宅地とあわせての申請となっています。ここは，すでに地上げされております。問

題ないと考えておりますのでよろしくご審議お願いします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主査）   農地区分ですが，市街化区域に近接し，市街化が見込まれる区域内にあるおおむね１０

ヘクタール未満の農地の区域内にある農地ということで，第２種農地と判断しています。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。１５番を許可することにご異議ありませんか。 
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（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，１５番は許可されました。以上で議案第１９条の審議はすべて終了い

たしました。 

 

 

 

【議案第２０号 総社市所有公共用財産の用途廃止申請に伴う意見について】 

 

（農地担当）続きまして議案第２０号，総社市所有公共用財産の用途廃止申請に伴う意見について，を

議題といたします。事務局より説明をお願いいたします。 

（次長） 【議案第２０号 総社市所有公共用財産の用途廃止申請に伴う意見について朗読】 

 

 

【受付番号７番】 

 

（農地担当） この件について現地確認の結果報告をお願いします。 

（９番委員） ●●の東斜面に●●●●が出来ていますけど，その隣に山から下りている道があるんですが，

廃止しても地元委員として問題ないと考えております。よろしくご審議お願いします。 

（農地担当） この道路はもう使わないのでしょうか。 

（９番委員） 行き止まりの道路で先端が切れたよというだけで付け替える必要もないということです。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それではこの道路を用途廃止しても周辺営農上問題なしと回答してよろしいでしょうか。 

（委員）   よろしい。 

（農地担当） それではそう回答させていただきます。 

 

 

 

【議案第２１号 農用地利用集積計画について】  

 

（農地担当） 続きまして別紙になります。議案第２１号，農用地利用集積計画について，を議題とい

たします。事務局より説明をお願いいたします。 

（主査） 【議案第２１号 農用地利用集積計画について朗読】 

 

（農地担当） まず，１０番委員に退席をお願いします。 
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【１０番委員 退席  ２時５１分】 

 

（農地担当） 事務局から説明のありました農用地利用集積計画についてですが，所有権移転でござい

ます。中間管理機構への所有権移転の案件でございます。まずは，目を通していただいて

何かご質問がございましたら挙手で意見をお願いします。 

（農地担当） 特にございませんでしたら，原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

（委員）   よろしい。 

（農地担当） それでは，原案のどおり承認といたします。１０番委員，入室してください。 

 

【１０番委員 入室  ２時５３分】 

 

 

  【報告第１２号 農地法第３条の３の規定による農地等の相続等の届出の受理の決定について】 

 

（農地担当） 次に，報告事項に入ります。報告第１２号，事務局より説明をお願いいたします。 

（主査）   【報告第１２号 報告書について朗読】 

 

 

【報告第１３号 農地法第４条の規定による農地等の転用届出の受理の決定について】 

 

（農地担当） 次に，報告第１３号，事務局より説明をお願いいたします。 

（主査）   【報告第１３号 報告書について朗読】 

 

 

【報告第１４号 農地法第５条の規定による農地等の転用届出の受理の決定について】 

 

（農地担当） 次に，報告第１４号，事務局より説明をお願いいたします。 

（主査）   【報告第１４号 報告書について朗読】 

 

 

【報告第１５号 農地法第６条の規定による農地所有適格法事人の報告について】 

 

（農地担当） 次に，報告第１５号，農地法第６条の規定による農地所有適格法人の報告について，事

務局より説明をお願いいたします。 
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（主査）   【報告第１５号 報告書について朗読】 

 

 

 

【報告事項】 

 

（農地担当） ２９ページ以降は，その他報告事項となっております。合意解約，適用外，利用目的の

変更についてです。お目通しください。 

（農地担当） 以上でございますが，本日許可された議案につきましては，速やかに許可書を交付する

ことといたします。また，開発許可が必要なものにつきましては，同日許可とし許可書を

交付いたします。本日の許可件数は，３条関係が６件，４条関係が６件，５条関係が１４

件でございました。総社市所有公共用財産の用途廃止の件については，周辺営農上問題な

しとしました。また，農用地利用集積計画について原案どおり承認としました。以上で，

日程第３の付議事件の審議は全て終了いたしました。ご協力ありがとうございました。 

（会長）   日程第４その他に入ります。委員の方から何かありますか。 

（委員）   なし。 

（会長）   ないようでしたら，会長代理より閉会の挨拶をお願いいたします。 

（会長代理） 【閉会挨拶】 以上でございます。今日はお疲れ様でございました。 

 

 

 

閉会 午後３時１８分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


